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衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
法
定
外
公
共
物
（
赤
線
・
青
線
等
）
払
下
げ
手
続
き
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
法
定
外
公
共
物
（
赤
線
・
青
線
等
）
払
下
げ
手
続
き
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

道
路
法
、
河
川
法
等
が
適
用
又
は
準
用
さ
れ
な
い
里
道
、
水
路
等
で
、
そ
の
敷
地
が
国
有
財
産
で
あ
る
い
わ 

ゆ
る
法
定
外
公
共
用
財
産
は
、
建
設
省
所
管
の
公
共
用
財
産
と
し
て
そ
の
管
理
を
国
有
財
産
法
に
基
づ
き
都
道 

府
県
知
事
に
取
り
扱
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
法
定 

外
公
共
用
財
産
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
当
該
財
産
の
所
在
す
る
市
町
村
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で 

き
る
よ
う
措
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
措
置
の
実
効
あ
る
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

な
お
、
法
定
外
公
共
用
財
産
を
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
）
に
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
と 

も
慎
重
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
関
係
機
関
と
の
相
互
間
に
お
い
て
有
機
的
な
連
絡
を
図
り
つ
つ
、
事
務
処
理
の
簡 

は
、
用
途
廃
止
の
手
続
を
行
い
、
普
通
財
産
と
し
て
処
分
を
行
う
等
事
務
処
理
の
促
進
に
努
め
て
き
て
い
る
と 

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
法
第
二
十
八
条
の
規
定
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、 

適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

法
定
外
公
共
用
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
で
こ
れ
を
無
償
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き 

素
化
、
迅
速
化
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

法
定
外
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
公
共
性
を
喪
失
し
、
公
共
物
と
し
て
存
置
す
る
必
要
の
な
い
も
の
に
つ
い
て 

国
有
財
産
の
払
下
げ
に
伴
う
代
価
を
直
接
地
方
公
共
団
体
の
収
入
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、 

四 

 



 

五 

国
土
調
査
は
、
現
在
国
土
調
査
法
及
び
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
第
三
次
の
国
土
調
査
事
業
十 

箇
年
計
画
（
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
昭
和
六
十
四
年
度
ま
で
）
に
よ
り
計
画
的
な
推
進
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で 

あ
る
。
法
定
外
公
共
用
財
産
は
、
小
規
模
の
面
積
で
、
か
つ
、
全
国
各
地
に
散
在
し
て
い
る
ほ
か
、
土
地
登
記 

簿
に
も
登
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
そ
の
実
態
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
の
で
、
今
後
と
も 

国
土
調
査
の
成
果
の
、
活
用
等
と
あ
い
ま
つ
て
、
そ
の
実
態
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
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